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東海第二発電所 ＤＢ12 条まとめ資料における 

東海発電所の固体廃棄物処理に係わる記載について 
 
 
 
東海発電所の廃止措置計画認可申請書において、東海第二発電所と共用している設備で  

の雑固体減容の処理、雑固体廃棄物の焼却に関する記載をより明確にした方が良いと考え

ており、速やかに対応することとしているが、それがなされるまでの間、雑固体減容処理設

備、雑固体廃棄物焼却設備での東海発電所の廃棄物処理を見合わせる。 
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